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セットアップとシステムの起動

•CDの中にあります”給与７”というフォルダをCドライブ等にコピーをしてください。

•このフォルダを開くと、次のようなファイル及びフォルダがあります。
　発送状況によっては内容が異なる場合もあります。

•”Kyuyo7.exe”が実行プログラムです。
　この実行プログラムのショートカットをデスクトップに作ると便利です。
　実行プログラムの上で右クリック→送る→ショートカットを作成を選択してください。

•以上でセットアップは完了です。
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ユーザーパスワード

•初期値は”１２３４”です。
•このまま、OKをクリックするかエンターキーを押してください。

法人名の登録

•登録法人名を設定してください。
•ここで、登録した法人名が源泉徴収票などに記載されます。

•社会保険料について、私学共済の場合は「いいえ」をそれ以外の場合は「はい」を選択してくだ
さい。
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初期設定１

•給与年度、基本給与支給日、職印等を設定してください。
•給与支給日は毎月変更出来ますので、原則日を設定してください。
•パスワードを設定しますと、以後はそのパスワードでないとソフトは立ち上がりません。

•メインメニューです

•常に年度を確認しながら運用してください。
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給与項目・控除項目の名称の設定
•初期設定２のボタンを押してください。

•給与、夏季手当、冬季手当などについて、それぞれ手当及び控除項目の設定をしてください。
•通勤手当について
　”通勤手当”という名称にして、下の非課税設定を”する”にしますと、通勤手当に入力した金額
＝非課税額に入ります。

時間外手当の設定

•時間外手当の基礎計算式を設定します。（定数１、２は通常は空白にします。）
•割増率は法定のものが入っています。
•個人マスターで各自時間外単価を設定しますと、この画面での計算式は無効になります。
　この場合でも、割増率は有効です。
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社会保険・雇用保険の設定

•社会保険料率及び雇用保険料率の設定を行います。
•率が変更になりましたら、必ずこの設定を行ってください。
•健康保険料には介護保険料は含まれません。別々に設定をしてください。

私学共済について

•私学共済の場合は、都道府県よりの補助があると思いますので、補助率の設定も行ってくださ
い。
•補助がある場合は、私学共済長期の料率には”補助なし”の率を設定してください。
•また、補助ありを選択しても、賞与には補助なしの率で計算をします。
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振込先金融機関の設定

•らくらく給与から振込データを作成する場合は、振込先金融機関の設定を行ってください。

支給区分の設定

•この設定は必ず行ってください。
•支給区分ごとに印刷小計が出ます。
•支給区分ごとに賞与率の設定が出来ます。
•”９９退職”は絶対に変更しないでください。
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個人マスターの設定
毎月給与の基礎データ

•新規登録ボタンで追加をして、入力が終わったら書込みボタンを押してください。
•支給区分及び黄色枠は必ず設定を行ってください。
•扶養親族等の数は”源泉徴収のしかた”に基づいて設定してください。
•時間外手当の単価を設定しますと、初期設定２の計算式は無効になります。
　時間外手当の単価×割増率×時間数になります。
•日給・時給の方は単価を設定します。
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コード変更

上記○部分をクリックすると、次の画面になります。この画面で変更出来ます。

•コードは原則として変更しないでください。
•やむを得ず変更をする場合は必ずバックアップをとってから上記画面より変更してください。

退職者の処理

•退職者は支給区分を９９退職にしてください。
•退職をしてもその後、支払調書等の出力が必要になりますので、すぐに削除しないようにしてく
ださい。

台帳削除

•レコード削除を行いますとらくらく給与７から該当者のデータがすべて削除されます。
•さかのぼって、過年度データもすべて消えますので、時系列バックアップ等をとってから削除し
てください。
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年末調整のデータ

•年末調整のデータを設定します。
•”年末調整のしかた”に基づいて設定してください。
•画面左側が計算に関する設定です。
•画面右側は表示に関する設定です。計算には反映しません。
•年末調整についての詳細は後で説明します。
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毎月給与の作成

新規の支給台帳作成
•メインメニューから作成したい月をクリックします。

支給日の設定をして、OKをクリックすると、金額設定の画面になります。

毎月の処理の流れ

　毎月の支給台帳は、前月複写が出来ますが、導入した最初の月のみは、手入力で金額設定をし
てください。 入力後は必ず、”計算”ボタンをクリックしてください。
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•給与台帳画面です。
•一覧形式で入力出来ます。また、次のような個人別の入力も出来ます。

•色がついている箇所は自動計算します。
•確認仮計算で金額確認が行えますが、確認仮計算はしなくても構いません。
•個人別入力で行う、確認仮計算は個別計算のみですので、全員の入力が終わったら、給与台帳に
戻り必ず”計算”をクリックしてください。
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時間給、日給、時給の入力

•日給及び時給の場合は、単価が表示されます。
•それぞれ、日数及び時間数を入れてください。

時間外手当の入力

•時間外単価を設定している場合は、表示されますが、設定していない場合は空白になり、初期設
定２での計算式が有効になります。
•時間外の時間数をそれぞれ入力してください。
•確認仮計算計算で時間外手当が算出されます。
•時間外の欄に”ー１”を入れますと、時間外手当欄が白くなり、任意の金額が入力出来ます。

社会保険料設定の手入力
•手入力の場合は料額表に基づいて以下の欄または一覧表に入力してください。

•健康保険料欄には介護保険料も含まれます。

•私学共済には介護＋短期＋長期の金額が入ります。
•手入力の場合は、内介護、内短期、内長期に金額を入れても自動で私学共済に合計額は入りませ
んので手入力を行ってください。
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社会保険料計算を使っての社会保険料入力
給与台帳画面の社会保険料設定ボタンを押すと、次のような画面になります。

保険料の自動計算は、４月～６月の平均給与から計算する方法と、標準月額を手入力して計算す
る方法が選択出来ます。
初期の導入時には、標準月額を設定して、次の操作で計算してください。

•①は”表示されている標準月額報酬で計算”を選択してください。
•計算が終わると、一覧に保険料が算出されますので、料額表と照らし合わせてご確認ください。
•よければ、支給台帳への書き換えボタンを開き次の選択をしてください。
•通常は”すべて書換”です。
•”実行”をクリックすると台帳が書き換えられます。
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【保険料更新時の設定】
　初期設定２の画面に入り、新しい保険料率を設定してください。
次に前月複写の後で（多くの場合は翌月の給与）、改訂時点の標準報酬月額を設定して、保険料
計算を行い、新しい保険料を設定してください。

次月以降の前月複写

•導入月の翌月からは前月複写を行ってください。

•複写月を設定して実行をしてください。
•前月の給与が複写されますので、時給・日給・時間外手当等の当月変更のみ入力してください。
•１月の場合は複写元は１２月となります。

台帳作成後に個人マスターを変更した場合
•月の台帳を作成した後に個人マスターを変更した場合は、支給台帳作成ボタンの”【C】個人マス
ターを変更”を実行してください。
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台帳作成後のマスター修正
•当月のみ個人基礎データを変更したい場合（当月のみ雇用保険を手入力する等）

•台帳作成後のマスタ修正画面にて設定します。
•ここでの変更はこの月のみですので、翌月からは個人マスターのデータに基づきます。

各種印刷
•台帳印刷、個人票印刷、銀行振込データ作成、金種計算、エクセル出力が出来ます。

台帳印刷

•台帳印刷の設定画面です。
•必要に応じて印刷方式を選択してください。
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個人票印刷
•個人標印刷設定画面です。
•必要に応じて印刷方式を選択してください。

銀行振込のデータ作成

•銀行振込のデータファイルを作成します。
•銀行と契約の上、設定をしてください。
•実行をすると指定した場所にデータテキストを作成しますので、銀行に渡してください。
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金種計算の印刷
　金種計算のボタンを押すと、次のような画面になりますので、通常は”現金支給者のみ”を選択
して実行してください。

•金種計算一覧表の出力例

•金種計算の印刷例です。
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賞与台帳の作成
•メインメニューで、作成する手当を選択します。

•支給台帳の新規作成して、賞与金額を入力しますが、 定率計算をする場合は”賞与等の定率計
算”をクリックします。

”賞与等の定率計算”のボタンを押すと、次の画面になります。

•上記画面にて、計算基礎月・計算に加える手当・掛数・対象を設定します。
•期末手当と勤勉手当は異なる料率での計算が出来ます。
•支給区分により、掛け率が異なる場合は、”支給区分で選択”を選んで実行してください。
•定率計算後の個別金額変更も可能です。

•入力し終わったら”計算”ボタンをクリックしてください。
•賞与の場合は所得税の計算の基礎となる給与月が必要です。必ず、基礎月を指定してください。
•社会保険料率が正しいことを確認してください。
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年末調整
•年末調整は１２月の給与または冬期手当のどちらか遅い方で行います。
•年末調整をする給与または手当では通常の源泉徴収は行いません。特別徴収のみです。

•個人マスターにて年末調整データを入力します。

•年末調整のデータを設定します。
•”年末調整のしかた”に基づいて設定してください。
•画面左側が計算に関する設定です。
•画面右側は表示に関する設定です。計算には反映しません。

•年末調整を行う台帳にて、通常の台帳を作成後に”年末調整”ボタンをクリックしてください。

•給与台帳画面右端に還付額または徴収額が表示されます。
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源泉徴収簿・源泉徴収票の印刷
メインメニューから次のボタンを押してください。

•源泉徴収簿の印刷設定画面です。 徴収簿は２種類ありますが、上の”賃金台帳＆源泉徴収簿”が
見やすいと思います。

•源泉徴収票の印刷設定画面です。
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退職者の支払調書
退職者支払い調書は支給区分が”99”にした場合にのみ出力出来ます。
各種の印刷から次のボタンをクリックします。

•支払調書の様式と源泉徴収票の様式があります。

任意期間集計

•給与の年度は１月１２月の一年間ですが、雇用保険料算出のためなど、集計期間を任意に設定出
来ます。また、非営利法人では、年度集計が必要な場合もありますので、この機能を使って出力を
してください。 様式は　A1.A2.Bがありますが、必要に応じて追加・改良をします。
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バックアップ
メインメニューの”バックアップ”をクリックしてください。

•時系列保存は”2009年11月2日18時24分”というようなフォルダ名で保存されます。
　この方法で保存をしますと、上書きされませんので、新年度更新処理をする前には必ず、時系
列保存を行ってください。
•上書保存を選択しますと”給与７”というフォル名で保存されます。毎回”給与７”というフォルダ
名ですので、常に新しいデータに上書きされます。
（補足）
　給与は、毎年税率や保険料率が変わる可能性があります。従って過年度データはその時点での実
行プログラムと一緒にバックアップコピーを取らないと、過年度データは正常に再現出来ませ
ん。”らくらく給与”では、そのためにデータとプログラムが同時に時系列保存が出来ようにして
います。
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新年度更新処理と過年度データの削除
新年度更新処理
•更新処理をする前に時系列でのバックアップをとってください。

•初期設定１の画面を出して、暦年を新しい年に変更してください。

•以上で、完了ですが、過年度のデータ削除は次の操作をおこなってください。

過年度データの削除
　過年度のデータは、時系列のバックアップコピーを行うと、その時点でのデータとプログラムが
保存されますので、処理対象の年のデータは、削除しながら運用してください。
　補助科目の”データ削除”のボタンを押すと、次のような画面になります。

上記例のように、”2008”を指定して実行すると、2008年のデータは削除されます。
ただし、注意点として、前年のデータを削除すると、期間指定による金額集計が出来なくなりま
すので、前年のデータは削除しないで残してください。
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